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 令和４年余市町議会第１回臨時会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

閉 会  午前１１時１７分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和４年４月２２日（金曜日）       

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  令和４年４月２２日（金曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１５名）       

  余市町議会議長  ３番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １７番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ８番 白 川 栄美子 

      〃       ９番 寺 田   進 

      〃     １０番 彫 谷 吉 英 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 近 藤 徹 哉 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 山 本 正 行 

      〃     １８番 岸 本 好 且 

 

 〇欠 席 議 員  （２名）        

  余市町議会議員  ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  細 山 俊 樹 

    総  務  部  長  髙 橋 伸 明 

  総 務 課 長  増 田 豊 実 

  企 画 政 策 課 長  阿 部 弘 亨 

  財 政 課 長  髙 田 幸 樹 

  税  務  課  長  中 島   豊 

  民 生 部 長  篠 原 道 憲 

  経 済 部 長  渡 辺 郁 尚 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  主         幹  枝 村   潤 

  主         任  細 川 雄 哉 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

      行政報告             

  第 ３ 議案第 １号 余市町税条例等の一 

      部を改正する条例案        

  第 ４ 議案第 ２号 余市町都市計画税条 

      例の一部を改正する条例の一部を改 

      正する条例案 

  第 ５ 議案第 ３号 余市町半島振興対策 
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実施地域における固定資産税の不均 

一課税に関する条例の一部を改正す 

る条例案 

  第 ６ 議案第 ４号 余市町過疎地域にお 

ける固定資産税の課税免除に関する 

条例の一部を改正する条例案 

  第 ７ 議案第 ５号 余市町固定資産評価 

員の選任につき同意を求めることに 

ついて 

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和４年余

市町議会第１回臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は15名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、内海議員は通院のため、庄議員は自宅療

養のためそれぞれ欠席の旨届出がありましたこと

をご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案５件、

他に議長の諸般報告及び行政報告です。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号13番、安久議員、議席番号14番、大

物議員、議席番号15番、中谷議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇８番（白川栄美子君） 令和４年余市町議会第

１回臨時会開催に当たり、昨日午前10時より委員

会室におきまして議会運営委員会が開催されまし

たので、その審議経過並びに結果につきまして私

からご報告申し上げます。 

 委員６名の出席の下、さらに説明員として細山

副町長、髙橋総務部長、増田総務課長の出席があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案５件、

他に議長の諸般報告と行政報告でございます。 

 会期につきましては、本日１日と決定いたしま

したことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第１号 余市町税条例等の一部

を改正する条例案、日程第４、議案第２号 余市

町都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例案、以上２件につきましては、それ

ぞれ関連がありますので、一括上程の上、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、議案第３号 余市町半島振興対策実

施地域における固定資産税の不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例案、日程第６、議案第

４号 余市町過疎地域における固定資産税の課税

免除に関する条例の一部を改正する条例案、以上

２件につきましては、それぞれ関連がありますの

で、一括上程の上、即決にてご審議いただくこと

に決しました。 

 日程第７、議案第５号 余市町固定資産評価員

の選任につき同意を求めることについてにつきま

しては、即決にてご審議いただくことに決しまし

た。 

なお、今期臨時会の運営に当たり、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から説明員につき

ましては審議案件を考慮した出席とする旨確認が

なされておりますことをご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 
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〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期臨時会の会期は本日１日といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

 今期臨時会は、地方自治法第121条第１項の規定

により説明員として通知のありました者はお手元

に配付のとおりでありますので、ご了承願います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

                       

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申出のあ

りました行政報告について発言を許します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 行政報告。 

 北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線経営分

離後の地域交通の確保方策について。 

北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線経営分

離後の地域交通の確保方策について行政報告を申

し上げます。北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在

来線経営分離後の地域交通の確保方策につきまし

ては、平成24年に北海道及び函館から小樽までの

沿線自治体15市町で北海道新幹線並行在来線対策

協議会を設置し、確保方策の調査研究や基本的方

向の決定に向けた協議を行ってまいりました。ま

た、本町におきましては並行在来線の存続等に関

する調査特別委員会に適宜動向についてご報告申

し上げてきたところであります。北海道新幹線並

行在来線対策協議会では、後志ブロック会議を設

置し、地域交通の確保方策を令和３年度末までに

決定するスケジュールで協議してまいりました。

鉄道方式、またはバス方式の方向性については、

昨年12月に沿線自治体ごとに方向性を持ち寄るこ

とになっており、本町は特別委員会での協議の経

過や住民説明会での意見を踏まえ、余市小樽間に

関しては鉄道方式の方向性を示したところであり

ます。他の沿線自治体においては小樽市が保留、

その他はバス方式の方向性を示したため、長万部

余市間についてはバス運行について事業者と協

議、検討を進めることとし、余市小樽間について

は個別に協議を進め、令和４年の早い時期に方向

性を決定できるよう取り組むこととなりました。 

その後３月26日に余市小樽間個別協議が開催さ

れ、鉄道存続に当たっては巨額な初期投資や将来

にわたり多額の運行経費が見込まれること、沿線

人口の減少、観光入り込み客数の増加や多駅化、

多頻度化、あらゆる手だてを講じたとしても大幅

な収支改善は見込めないこと、鉄道の運行経費の

国の支援制度がないことや災害時における貨物の

代替ルートとしての活用が見込めないこと、さら

には鉄道を廃止した場合の施設撤去費や災害発生

時の復旧費といった潜在的なリスクなどを考慮す

ると、将来にわたって小樽市、余市町、北海道の

３者で鉄道を運行することは困難であること、ま

たバス運行に当たってはバスダイヤの改正や増便

などにより利用の集中する時間帯含め、現在鉄道

を利用している方の移動についても確保はできる

見通しであり、鉄道方式、バス方式のそれぞれの

メリット、デメリットとして輸送力、速達性とい

った利便性や経済性、持続性といった地域負担を

比較し、未来志向で地域を俯瞰しながら総合的に

判断した結果、今後バスを中心とした新たな交通

ネットワークの構築に向けて３者で検討を進めて
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いくことで合意し、翌日の３月27日の後志ブロッ

ク会議で余市小樽間個別協議の結果を受け、経営

分離後の地域交通の確保方策については、長万部

小樽間はバス方式とすることが確認されたところ

であります。今後におきましては、新たな交通ネ

ットワークの構築に向けてしっかりと取り組むこ

とにより町民皆様の負託に応えていく所存でござ

います。 

議員各位におかれましては、何とぞご理解賜り

ますようお願い申し上げ、北海道新幹線札幌延伸

に伴う並行在来線経営分離後の地域交通の確保方

策についての行政報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第３、議案第１号 余市町税条例等の一部を改正

する条例案、日程第４、議案第２号 余市町都市

計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例案、以上２件を一括議題とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第３ないし日程第４を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（中島 豊君） ただいま上程されま

した議案第１号 余市町税条例等の一部を改正す

る条例案につきまして、提案理由をご説明申し上

げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第１号）、地方税法施行令等の一部を改正する

政令（令和４年政令第133号）及び地方税法施行規

則等の一部を改正する省令（令和４年総務省令第

27号）が令和４年３月31日にそれぞれ公布され、

原則として令和４年４月１日から施行されること

に伴い、本町税条例におきましても所要の改正を

行うものでございます。 

 改正の主な内容について申し上げます。個人住

民税につきましては、住宅ローン控除の延長及び

見直しでございます。 

 次に、固定資産税につきましては、土地の負担

調整措置といたしまして、商業地等において税額

が増加することとなる土地について、激変緩和の

観点から本来評価額の５％相当分の増額となると

ころを令和４年度に限り評価額の2.5％分の増加

とする措置でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第１号 余市町税条例等の一部を改正する

条例案。 

 余市町税条例等の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 令和４年４月22日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町税条例等

の一部を改正する条例。 

 （余市町税条例の一部改正） 

 第１条 余市町税条例（昭和37年余市町条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

 第18条の４中「交付」の次に「（法第382条の４

に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載

をしたものの交付を含む。）の」を加える。これ

につきましては、証明書等における住所に代わる

事項の記載方法の取扱いでございます。 

 第33条第４項を次のように改める。 

 ４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第

36条の３第１項に規定する確定申告書に特定配当

等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるときは、当該特定配当

等に係る所得の金額については、適用しない。 

 第33条第６項を次のように改める。 

 ６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第

36条の３第１項に規定する確定申告書に特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項そ
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の他施行規則に定める事項の記載があるときは、

当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額に

ついては、適用しない。これにつきましては、金

融所得課税に係る所得税との課税方式の取扱いを

一致させる改正でございます。 

第34条の７第１項第５号中「（所得税法施行令

の一部を改正する政令（平成20年政令第155号）附

則第13条第２項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる改正前の所得税法施行令第217条

第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含

む。）」を削る。これにつきましては、政令の経

過措置終了に伴う削除でございます。 

 第34条の９第１項中「特定配当等申告書」及び

「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告

書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分

の個人の道民税」を「確定申告書に係る年の末日

の属する年度の翌年度分の個人の道民税」に改め

る。これにつきましては、総合課税、または分離

課税がある場合における税額控除について確定申

告書の記載により行うものでございます。 

 第36条の２第１項ただし書中「所得税法第２条

第１項第33号の４に規定する源泉控除対象配偶

者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条

の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下

であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項

ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

 第36条の３第２項中「附記された事項」を「付

記された事項」に改め、同条第３項中「附記し」

を「付記し」に改める。 

 第36条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」

を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中第

３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号

の次に次の１号を加える。 

 （２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が

1,000万円以下であるものに限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（法第313条第３項に規定する青

色事業専従者に該当するもので同項に規定する給

与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する

事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額

が133万円以下であるものに限る。次条第１項にお

いて同じ。）の氏名 

 第36条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」

を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中「あ

って、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が900万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当

等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。以

下この項において同じ。）に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が95万円以下であるもの

に限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」

を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職

手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中

第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１

号の次に次の１号を加える。 

 （２） 特定配偶者の氏名 

 これにつきましては、給与所得者並びに公的年

金受給者の扶養親族等申告書において配偶者及び

退職所得を有する配偶者等の扶養親族の氏名を記

載事項とするものでございます。 

 第48条第９項中「第321条の８第60項」を「第

321条の８第62項」に、「同条第60項」を「同条第

62項」に改め、同条第15項中「第321条の８第69項」

を「第321条の８第71項」に改める。 

 第53条の７中「第２条第４項ただし書」を「第

２条第３項ただし書」に改める。 

 第73条の２中「固定資産課税台帳」の次に「（同

条第１項ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）」を加え、「閲覧の手数料」を「閲覧

（法第382条の４に規定する固定資産課税台帳に

住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含

む。）の手数料」に改める。 
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 第73条の３中「事項の証明書」の次に「（同条

ただし書の規定による措置を講じたものを含

む。）」を、「交付」の次に「（法第382条の４に

規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載を

したものの交付を含む。）の」を加える。これに

つきましては、証明書等における住所に代わる事

項の記載方法の取扱いでございます。 

 附則第７条の３の２第１項中「令和15年度」を

「令和20年度」に、「令和３年」を「令和７年」

に改める。これにつきましては、住宅ローン控除

の適用期限等を延長するものでございます。 

 附則第10条の２第２項中「４分の３」を「５分

の４」に改め、同条第３項中「附則第15条第16項」

を「附則第15条第15項」に改め、同条第４項中「附

則第15条第23項」を「附則第15条第22項」に改め、

同条第５項中「附則第15条第24項第１号」を「附

則第15条第23項第１号」に改め、同条第６項中「附

則第15条第24項第２号」を「附則第15条第23項第

２号」に改め、同条第７項中「附則第15条第24項

第３号」を「附則第15条第23項第３号」に改め、

同条第８項中「附則第15条第25項第１号」を「附

則第15条第24項第１号」に改め、同条第９項中「附

則第15条第25項第２号」を「附則第15条第24項第

２号」に改め、同条第10項中「附則第15条第27項

第１号イ」を「附則第15条第26項第１号イ」に改

め、同条第11項中「附則第15条第27項第１号ロ」

を「附則第15条第26項第１号ロ」に改め、同条第

12項中「附則第15条第27項第１号ハ」を「附則第

15条第26項第１号ハ」に改め、同条第13項中「附

則第15条第27項第１号ニ」を「附則第15条第26項

第１号ニ」に改め、同条第14項中「附則第15条第

27項第２号イ」を「附則第15条第26項第２号イ」

に改め、同条第15項中「附則第15条第27項第２号

ロ」を「附則第15条第26項第２号ロ」に改め、同

条第16項中「附則第15条第27項第２号ハ」を「附

則第15条第26項第２号ハ」に改め、同条第17項中

「附則第15条第27項第３号イ」を「附則第15条第

26項第３号イ」に改め、同条第18項中「附則第15条

第27項第３号ロ」を「附則第15条第26項第３号ロ」

に改め、同条第19項中「附則第15条第27項第３号

ハ」を「附則第15条第26項第３号ハ」に改め、同

条第20項中「附則第15条第30項」を「附則第15条

第29項」に改め、同条第21項中「附則第15条第34項」

を「附則第15条第33項」に改め、同条第22項中「附

則第15条第35項」を「附則第15条第34項」に改め、

同条第23項中「附則第15条第42項」を「附則第15条

第39項」に改め、同条第24項中「附則第15条第46項」

を「附則第15条第43項」に改め、同条中第26項を

第27項とし、第25項を第26項とし、第24項の次に

次の１項を加える。 

 25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。これにつきま

しては、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に

係る課税標準の特例措置の創設でございます。 

 附則第10条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」

を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱損失防止改

修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事

等」に改め、同条第11項中「特定熱損失防止改修

住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」

に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特

定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失

防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改

める。これにつきましては、省エネ改修工事等を

行った既存住宅に係る特例措置の拡充でございま

す。 

 附則第12条第１項中「100分の５」の次に「（商

業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあって

は、100分の2.5）」を加える。これにつきまして

は、商業地等において税額が増加することとなる

土地について本来評価額の５％相当分の増額とな

るところを令和４年度に限り評価額の2.5％分の

増加とする措置でございます。 

 附則第16条の３第２項を次のように改める。 
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 ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条

の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当等」

という。）に係る配当所得に係る部分は、町民税

の所得割の納税義務者が前年分の所得税について

特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同

条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用す

る。これにつきましては、所得税において申告分

離課税の規定が適用された場合における取扱いで

ございます。 

 附則第17条の２第３項中「、第37条の８又は第

37条の９」を「又は第37条の８」に改める。 

 附則第20条の２第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第36条の３第１

項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用

を受けようとする旨の記載があるときに限り、適

用する。 

 附則第20条の３第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第36条の３第１

項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用

を受けようとする旨の記載があるときに限り、適

用する。 

 附則第20条の３第６項中「年の翌年の４月１日

の属する年度分の」を「年分の所得税に係る」に、

「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告

書にこの項」に改め、「（条約適用配当等申告書

にこれらの記載がないことについてやむを得ない

理由があると町長が認めるときを含む。）」を削

る。 

 附則第25条を削る。 

 （余市町税条例等の一部を改正する条例の一部

改正） 

 第２条 余市町税条例等の一部を改正する条例

（令和３年余市町条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条のうち余市町税条例第36条の３の３第１

項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年

齢16歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢

16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」

を「有する者」に改める。 

 附則第２条第４項中「の規定中個人の町民税に

関する部分」を「第24条第２項及び第36条の３の

３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改め

る。 

 附則 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、公布の日から施行し、令

和４年４月１日から適用する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

 （１） 第１条中余市町税条例第36条の３の２

の見出し及び同条第１項並びに第36条の３の３の

見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附

則第７条の３の２第１項及び第17条の２第３項の

改正規定並びに同条例附則第25条を削る改正規定

並びに第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）

の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 

 令和５年１月１日 

 （２） 第１条中余市町税条例第33条第４項及

び第６項、第34条の９第１項及び第２項、第36条

の２第１項ただし書及び第２項、第36条の３第２

項及び第３項並びに第53条の７の改正規定並びに

同条例附則第16条の３第２項、第20条の２第４項

並びに第20条の３第４項及び第６項の改正規定並

びに第２条（余市町税条例等の一部を改正する条

例（令和３年余市町条例第８号）附則第２条第４

項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第３条

第３項の規定 令和６年１月１日 

 （３） 第１条中余市町税条例第18条の４の改

正規定、同条例第73条の２の改正規定（「固定資

産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。）」を加える



 

－10－ 

 

部分を除く。）及び同条例第73条の３の改正規定

（「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。）」を加える

部分を除く。）並びに次条並びに附則第４条第３

項及び第４項の規定 民法等の一部を改正する法

律（令和３年法律第24号）附則第１条第２号に掲

げる規定の施行の日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

 第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後

の余市町税条例第18条の４（地方税法（昭和25年

法律第226号）第382条の４に係る部分に限る。）

の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にさ

れる同法第20条の10の規定による証明書の交付に

ついて適用する。 

 （町民税に関する経過措置） 

 第３条 第１条の規定による改正後の余市町税

条例（以下「新条例」という。）第36条の３の２

第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定

の施行の日（以下この項及び次項において「１号

施行日」という。）以後に支払を受けるべき第36条

の３の２第１項に規定する給与について提出する

同項及び同条第２項に規定する申告書について適

用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の

規定による改正前の余市町税条例（次項において

「旧条例」という。）第36条の３の２第１項に規

定する給与について提出した同項及び同条第２項

に規定する申告書については、なお従前の例によ

る。 

 ２ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、１

号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和

40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公

的年金等（同法第203条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金等」

という。）について提出する新条例第36条の３の

３第１項に規定する申告書について適用し、１号

施行日前に支払を受けるべき公的年金等について

提出した旧条例第36条の３の３第１項に規定する

申告書については、なお従前の例による。 

 ３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正

後の余市町税条例の規定中個人の町民税に関する

部分は、令和６年度以後の年度分の個人の町民税

について適用し、令和５年度分までの個人の町民

税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

 第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例

の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和

３年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

 ２ 令和２年４月１日から令和４年３月31日ま

での間に取得された地方税法等の一部を改正する

法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による

改正前の地方税法附則第15条第２項に規定する施

設又は設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

 ３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正

後の余市町税条例第73条の２（地方税法第382条の

４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日以後にされる同法第382条の２の

規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲

覧について適用する。 

 ４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正

後の余市町税条例第73条の３（地方税法第382条の

４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日以後にされる同法第382条の３の

規定による証明書（同条ただし書の規定による措

置を講じたものを含む。）の交付について適用す

る。 

 以上、議案第１号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ
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うお願い申し上げます。 

 引き続きまして、一括上程されております議案

第２号 余市町都市計画税条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例案につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

 議案第１号と同様、地方税法等の一部を改正す

る法律等が公布されたことに伴い、本町都市計画

税条例の一部を改正する条例について所要の改正

を行うものでございます。 

 改正の主な内容につきましては、都市計画税に

おきましても固定資産税同様、土地の負担調整措

置といたしまして商業地等において税額が増加す

ることとなる土地について、激変緩和の観点から

本来評価額の５％相当分の増額となるところを令

和４年度に限り評価額の2.5％分の増加とする措

置でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 議案第２号 余市町都市計画税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町都市計画税条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 令和４年４月22日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町都市計画

税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例。 

 余市町都市計画税条例の一部を改正する条例

（昭和41年余市町条例第14号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第３項（見出しを含む。）中「附則第15条

第16項」を「附則第15条第15項」に改める。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「附則第15条

第34項」を「附則第15条第33項」に改める。 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第15条

第35項」を「附則第15条第34項」に改める。 

 附則第６項（見出しを含む。）中「附則第15条

第42項」を「附則第15条第39項」に改める。 

 附則第18項を附則第19項とする。 

 附則第17項中「第15項から第19項まで、第21項、

第22項、第26項、第29項、第33項から第35項まで、

第37項から第39項まで、第42項若しくは第43項」

を「第14項から第18項まで、第20項、第21項、第

25項、第28項、第32項から第36項まで、第39項、

第40項若しくは第44項」に改め、同項を附則第18項

とする。 

 附則第16項中「附則第８項及び第10項」を「附

則第９項及び第11項」に、「附則第８項及び第

11項」を「附則第９項及び第12項」に、「第11項

及び第12項」を「第10項、第12項及び第13項」に、

「附則第11項から第13項まで」を「附則第12項か

ら第14項まで」に、「附則第13項の「農地」を「附

則第14項の「農地」に、「附則第13項の「前年度

分の」を「同項の「前年度分の」に、「附則第14項」

を「附則第15項」に改め、同項を附則第17項とす

る。 

 附則第15項中「附則第13項」を「附則第14項」

に改め、同項を附則第16項とする。 

 附則第14項を附則第15項とし、附則第13項を附

則第14項とする。 

 附則第12項中「附則第８項」を「附則第９項」

に改め、同項を附則第13項とする。 

 附則第11項中「附則第８項」を「附則第９項」

に改め、同項を附則第12項とする。 

 附則第10項中「附則第８項」を「附則第９項」

に改め、同項を附則第11項とする。 

 附則第９項を附則第10項とする。 

 附則第８項中「100分の５」の次に「（商業地等

に係る令和４年度分の都市計画税にあっては、

100分の2.5）」を加え、同項を附則第９項とする。 

 附則第７項を附則第８項とし、附則第６項の次

に次の１項を加える。 

 （法附則第15条第44項の条例で定める割合） 

 ７ 法附則第15条第44項に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

 附則 
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 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、令和４

年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

 ２ 改正後の余市町都市計画税条例の一部を改

正する条例の規定は、令和４年度以後の年度分の

都市計画税について適用し、令和３年度分までの

都市計画税については、なお従前の例による。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

〇14番（大物 翔君） 住宅ローン控除の延長の

ことについて幾つか伺いたいのですけれども、１

つには今段階で結構なのですけれども、この住宅

ローン控除を受けていらっしゃる世帯数というの

は余市町でどのぐらいあるのかなというのが１つ

と、２つにはこれによる、国の法律が変わった関

係で今回所要改正していくのですけれども、来年

以降要するに控除の限度額が変わってくるもので

すから、そうすると当然税収のほうにも影響出て

くるのではないかなと見ているのですけれども、

その影響見通しというのはどういうふうに今見て

いらっしゃるのかなと。まず、この２つ伺いたい

と思います。 

〇税務課長（中島 豊君） 14番、大物議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の住宅ローン控除における控除世

帯数、余市町における数値、件数についてのご質

問でございます。令和３年の今当初賦課の課税作

業中でございますけれども、あくまでも確定申告

におきまして住宅ローン控除の適用になって、残

額のある方について個人住民税において措置する

という制度になってございまして、年間の件数と

いたしましては概数になりますけれども、200件前

後と押さえております。 

 ２点目の限度額が改正されることによる影響と

いう部分についてでございますけれども、所得税

法における控除率、また限度額も今年から変わり

まして、住民税について影響してくるのは令和５

年度の個人住民税に関わってくる分ということに

なります。なので、今現時点におきましての影響

額という部分に関しては算定はしてございませ

ん。ただし、税収の減になる部分というものに関

しましては国費で全額補填されるという制度設計

になってございます。 

また、１点目の控除数の件数という部分につき

まして先ほど200件と申し上げたものが、住宅ロー

ン控除の年度というのが多岐にわたって、多い方

だったら10年、13年、その幅の中での積み上げの

件数が200件ということになりますので、一応単年

度で新規に住宅ローン控除の対象になった件数と

いう部分につきましてでありますと大体40件程

度、単年度に新築をして、居住されて、この控除

の対象になるという方が40件程度と押さえてござ

いますので、ご理解願います。 

〇14番（大物 翔君） 分かりました。少し話ず

れていくのかもしらぬけれども、ちょっと懸念し

ていることが１つあったものだから、申し上げさ

せていただきたいのですけれども、１月だか２月

の頃に新聞読んでいましたらば、この住宅ローン、

基本的に固定金利と変動金利選んで契約していく

のでしょうけれども、我が国の場合７割近く前後

の方が変動金利で住宅ローン組んでいらっしゃる

というのが新聞報道にあったのです。二、三年ぐ

らい前だったらあまり私も気に留めなかったとい

うか、ここ二、三十年基本的に長期金利は下がり

っ放しの局面だったので、かえって変動で組んだ
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ほうが有利だった時代ではあったのです。ただ、

最近の為替のおかしな動き方だとか、３月時点ま

での物価というものは0.6％ぐらいと言われてい

るのが恐らく４月以降は２％超えるのではないか

と言われているのです。携帯電話の関係とかの影

響がなくなってくるわけですから。そうなると、

日銀がいよいよ目指していた物価２％というもの

が現実のものになろうとしていると。政府と日銀

が望んだ形かどうかは別としてですけれども、そ

うなってくると今度見直し期間がたまたまこのタ

イミングで来てしまった人が変動金利が怖いから

固定に乗り換えたいといったらそれはそれで高い

金利を設定されてしまう可能性も出てくるもので

すから、そうするとちょっと今の物価の上がり方

だと何とも分からないのですけれども、返済に窮

するケースが増えてくるのではないかと。それ以

前にコロナのほうで仕事の収入の影響とかで返済

が難しくなって、家手放してしまったというのが

札幌のほうでも結構あったとは聞くのですけれど

も、今度は金利の影響でそういうケースが、あし

た、あさってではないのだけれども、そう遠くな

いうちに出てくる局面が来ているのではないかな

という懸念を抱いているものですから、だから今

すぐ何かできるというわけではないのですけれど

も、場合によってはちょっと備えておく必要も役

場としても出てくるのではないかなと感ずる次第

なものですから、それについて何かもし見解があ

れば最後伺いたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員に申し上げます。 

 この議案第１号に関わる質問をしていただきた

いというふうに思っております。今の質問でいい

ますと仮定の話になりますので、課長も答弁でき

ないのかなというふうに思いますので、ご理解い

ただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 まず、議案第１号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 余市町税条例等の一部を

改正する条例案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 余市町都市計画税条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例案は、

原案のとおり可決されました。 
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 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５１分 

                              

再開 午前１１時０５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） さきに議会運営委員会の

委員長から報告がありましたように、日程第５、

議案第３号 余市町半島振興対策実施地域におけ

る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例案、日程第６、議案第４号 余市町

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例案、以上２件を一括議

題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第５ないし日程第６を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（中島 豊君） ただいま上程されま

した議案第３号 余市町半島振興対策実施地域に

おける固定資産税の不均一課税に関する条例の一

部を改正する条例案につきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

 このたびご提案申し上げます余市町半島振興対

策実施地域における固定資産税の不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例案につきまして

は、所得税法等の一部を改正する法律（令和４年

法律第４号）が令和４年３月31日に公布されたこ

とに伴い、余市町半島振興対策実施地域における

固定資産税の不均一課税に関する条例について引

用法令であります租税特別措置法の条項移動に伴

い規定の整備を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 余市町半島振興対策実施地域にお

ける固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町半島振興対策実施地域における固定資産

税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 令和４年４月22日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次ページをお開き願います。余市町半島振興対

策実施地域における固定資産税の不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例。 

 余市町半島振興対策実施地域における固定資産

税の不均一課税に関する条例（平成26年余市町条

例第17号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第12条第３項の表の第１号」を「第

12条第４項の表の第２号」に、「第45条第２項の

表の第１号」を「第45条第３項の表の第２号」に

改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 引き続きまして、一括上程されております議案

第４号 余市町過疎地域における固定資産税の課

税免除に関する条例の一部を改正する条例案につ

きまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 議案第３号と同様、所得税法等の一部を改正す

る法律及び租税特別措置法施行令等の一部を改正

する政令（令和４年政令第148号）が令和４年３月

31日に公布されたことに伴い、余市町過疎地域に

おける固定資産税の課税免除に関する条例につい

て引用法令等の条項移動により規定の整備を行う

ものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 余市町過疎地域における固定資産

税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
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案。 

 余市町過疎地域における固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 令和４年４月22日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。余市町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例。 

 余市町過疎地域における固定資産税の課税免除

に関する条例（令和３年余市町条例第17号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条中「第12条第３項の表の第１号」を「第

12条第４項の表の第１号」に、「第45条第２項の

表の第１号」を「第45条第３項の表の第１号」に、

「第28条の９第10項」を「第28条の９第10項第１

号」に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第４号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第３号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 余市町半島振興対策実施

地域における固定資産税の不均一課税に関する条

例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 余市町過疎地域における

固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正

する条例案は、原案のとおり可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第５号 余

市町固定資産評価員の選任につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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〇町長（齊藤啓輔君） ただいま上程されました

議案第５号 余市町固定資産評価員の選任につき

同意を求めることについて、提案理由をご説明申

し上げます。 

 ご案内のとおり、本町の４月１日付人事異動の

発令に伴いまして固定資産評価員についても異動

が生じましたので、地方税法第404条第２項の規定

に基づき、本臨時会において選任同意の提案を申

し上げる次第でございます。 

 地方税法第404条第２項には、市町村長が当該市

町村の議会の同意を得て選任すると規定されてお

りますことから、議員各位のお手元に配付いたし

ております余市町大川町19丁目３番地16、中島豊

を固定資産評価員としてご同意いただきたく、提

案申し上げる次第でございます。 

 次に、中島豊の職歴等について申し上げます。

現住所につきましては、余市郡余市町大川町19丁

目３番地16でございます。職歴は、昭和59年４月

に余市町職員として採用され、農林課農政振興係

に配属、それ以後水道課業務係、総務部総務課財

務係、総務部企画財政課財政係、総務部税務課住

民税係、総務部税務課課税係、民生部保険課医療

係長、民生部高齢者福祉課介護保険係長、建設水

道部下水道課業務係長、総務部税務課主幹、民生

部保険課主幹、余市町選挙管理委員会事務局長、

民生部保険課長、令和４年４月、総務部税務課長

に就任し、現在に至っております。 

 それでは、お手元に配付してございます議案を

朗読申し上げます。 

 議案第５号 余市町固定資産評価員の選任につ

き同意を求めることについて。 

 余市町固定資産評価員に次の者を選任したいの

で、地方税法第404条第２項の規定により議会の同

意を求める。 

 令和４年４月22日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次ページをお開きください。記、住所、余市郡

余市町大川町19丁目３番地16。氏名、中島豊。生

年月日、昭和40年９月３日生まれ。 

 以上、議案第５号につきまして提案理由を申し

上げましたので、よろしくご審議の上、ご同意賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 余市町固定資産評価員の

選任につき同意を求めることについては、原案の

とおり同意可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって令和４年余市町議会第１回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午前１１時１７分 
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